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平
塚
市
で
は
、
高
齢
者
対
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
と
施
策
の
進
め
方
を
明
ら

か
に
し
て
、
高
齢
者
に
対
す
る
各
種
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

「改
定
平
塚
市
老
人
保
健
福
祉
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
急
速
に
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
高
齢
者
が
健
康
で
安
心
し
て
生
活
を
お
く

れ
る
よ
う、

保
健
、
福
祉
、

生
活
環
境
、
生
き
が
い
な
ど
の
名
分
野
に
わ
た
り
、
高
齢

者
の
生
活
に
必
要
な
各
種
の
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
す
る
た
め
ま
と
め
ま
し
た
。

そ
こ
で

一
、
四
面
で
老
人
保
健
福
祉
計
画
を
、

二
、
三
面
で
介
護
保
険
事
業
計
画
を

紹
介
し
ま
す
。

白
人
に
1
人
が
高
齢
者

我
が
国
は
、
今
や
世
界

一
の
長
寿

国
と
な
り
、
高
齢
化
が
争
犯
壊
に
進
み
、

さ
ら
に
少
子
化
が
高
齢
化
に
拍
車
を

か
け
、

二

O
二
五
年

(平
成
三
十
七

年
)
に
は
四
人
に

一
人
が
六
十
五
歳

以
上
と
い
う
本
格
的
な
超
高
齢
社
会

を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

平
塚
市
は
、
平
成
七
年
の
国
勢
調

査
に
よ
る
と
、
高
齢
化
率
(人
口
に
対

す
る
六
十
五
歳
以
上
の
比
率
)
は、

一

一
・
一
%
で
、
全
国
の

一
四
・
五
%

と
比
べ
る
と
低
い
水
準
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
本
市
に
お
け
る
高
齢
化
は

急
速
に
進
ん
で
お
り
、
平
成
十
六
年

に
は

一
五

・
三
%
(
市
民
の
約
六

・

五
人
に

一
人
が
高
齢
者
)
に
達
す
る

見
込
み
で
す
。

こ
う
し
た
高
齢
化
が
急
速
に
進
む

社
会
背
景
か
ら
、
社
会
全
体
で
高
齢

者
を
支
え
る
た
め
に
、
介
護
保
険
制

度
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

ロ
年
度
か
う
5
年
計
画

改
定
老
人
保
健
福
祉
計
画
は
、
平

成
五
年
度
か
ら
十

一
年
度
ま
で
の
七

か
年
で
実
施
し
た
従
前
の
老
人
保
健

福
祉
計
画
を
継
承
し
つ
つ
、

介
護
保

険
事
業
計
画
(詳
し
く
は
、

二
、
三
面

を
ご
覧
く
だ
さ
い
)
を
含
ん
だ
内
容

と
な
っ
て
い
ま
す
。

計
画
期
間
は
、
介
護
保
険
事
業
計

画
と
同
じ
平
成
十
二
年
度
か
ら
平
成

十
六
年
度
ま
で
の
五
年
間
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
高
齢
者
を
取
り
糸
ぞ
状

況
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、

三
年

ご
と
に
見
直
し
ま
す
。
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基

本

改
定
老
人
保
健
福
祉
計
画
は
、

二

十

一
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
望
ま
し

い
高
齢
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
「安

心
し
て
、
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
活

気
あ
る
社
会
」
を
基
本
理
念
と
し
て

い
ま
す
。

。て

平塚市の人口の推移 安心して、いきいきと暮らせる活気あ~社会

-人間性の尊重

だれもが家庭や地域社会を構成する大切な一員として尊重

され、平等と公平の上に立ったその人らしい生活がおくれ

る社会

・自主・自立への麦援

高齢者が可能な限り自らの努力により、健やかで安定した

生活を営み、自己の意志によりその意欲と能力に応じて社

会参加し、目標とする生き方の実現できる社会

・支え合う地域社会

高齢者を地域全体が福祉の担い手となって助け合い、支え

あえる社会

(単位:人)

区 分 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年

人 人 人 人 人 人

40歳以上
123，081 125，701 128，139 130，436 132，697 135，065 

..・・ー......... ー......・....... -・・・・・・・...... -ー・・・・・・・・..... ー..・ー.....・ ・・・ー'・・...・ー・・ー・ー..

(総人口に対する比率)
48.4% 48.2% 48.6% 49.0% 49.4% 49.9% 

65歳以上 32，680 33，920 35，721 37，621 39，626 41，392 
(同上) ーー・・・・......ーー ー・ 4・・・・..・・・・.....‘争 4酔争...........・・ー・・"・..・....ーー・噌・ー・ーー....- ............... 

高齢化率 12.9% 13.0% 13.6% 14.1% 14.8% 15.3% I 

65歳~74歳
20，020 20，899 21，901 22，955 24，060 24，886 

ー・.............-・・..................・・・・・ー・・ -ー・・ 9 ・・ ...・ーー ・・ -・・・・・ーーーー・・..ー ............... 
{向上)

7.9% 8.0% 8.3% 8.6% 9.0% 9.2% 

75歳以上
12，660 13，021 13，820 14，666 15，566 16，506 

. . ........  咽跡 事 . . . ..・ー・・・・・・・ー・... -・・・・・・・・・・・ー.-・・・・・・・ .......-・ ・・・・・・.......-・・・・・・・..._...

(向上) 5.0% 5.0% 5.2% 5.5% 5.8% 6.1% 

(基準日:1月1日)

¥一一一一一一一一一一一一一一←一一町一町)tU
(平成12年以降は平成9年3月に本市が推計)
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介
護
保
険
制
度
を
平
成
十
二
年
四
月
か
ら
施
行
し
ま
す
。

市
の
基
本
的
な
方
針
を
明
ら
か
に
し
、
健
全
で
円
滑
な
運
営
が
実
施
で
き
る
よ
う
に
こ
の

介
護
保
険
事
業
計
画
を
作
成
し
ま
し
た
。事

業

概

市

の

要

市
で
は
、
介
護
保
険
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
次
の
在
宅
サ
ー
ビ
ス
と
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
保
険
給
付
の
対
象
と
し
ま
す
。

そ
の
ほ
か
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
市
特
別
給
付
や
保
健
福
祉
事
業
と
し
て
実
施
で
き
ま
す
が
、
六
十
五
歳
以
上
の
方
の
保
険

料
が
過
度
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
、
一
般
福
祉
施
策
と
し
て
実
施
し
ま
す
。
ま
た
、
要
介
護
認
定
の
結
果
、
自

立
と
判
定
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
も
、
介
護
予
防
、
生
活
支
援
を
し
て
い
き
ま
す
。
(
図
面
、
老
人
保
健
福
祉
計
画
参
照
)

介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
で
き
る
よ

う
自
宅
で
の
介
護
を
支
援
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

。訪問入浴介護 (76.61%) 

今後、事業者の参入を見込んで・いますので、早期の事業参入を促

進します。

。訪問看護 (94.78%)

訪問看護ステーションは 5か所設置されていますので、その充実

を図るとともに、病院、診療所などのサービス提供も促進します。

0通所リハビリテーション (94.83%)

設備のある病院、療養型病床群等のサービス提供を促進します。

O訪問リハビリテーション (65.23%)

病院、 22療所などの専門ス夕、ソフの活用を図るとともに、通所リ

ハビリテーションの促進と合わせ、可能な限り供給量の確保に努め

ます。

。福祉用具貸与 (100%)

ベッド(特殊寝台)、エアーマット、車いす、歩行器などが借り

られますが、供給量は確保できる見込みです。

f施行時の供給率と基盤整備

首

る

定

の

J 

主
4
J

去
}

量の推移
短期入所生活 〔療養〕介護fス)

。
居
宅
介
護
支
援

介
護
支
援
専
門

μ
(ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー
)
が
、
本
人
や
家
族
の
希
望
を

踏
ま
え
て
、
一
人

一
人
の
状
況
に
あ

っ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
つ
く
り
、

事
業
者
や
施
設
と
の
連
絡
調
整
を
し

ま
す
。

市
内
で
は
、

三
川

一
日
ま
で
に
、

二
十
八
の
必
業
者
が
指
定
を
受
け
て

い
ま
す
が
、
介
設
保
険
制
度
を
円
滑

に
運
営
し
て
い
く
上
で
、
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
ま
す
の
で
、
事
業
者

の
参
入
を
促
進
し
ま
す
。

居宅サービス計画づくりが必要です。
[要介護3と認定され、日帰りで通うサービスを多くした場合の例}

月 火 水 木 金 土 日

午

訪問看護
通所介護 通所介護 通所介護

目リ 訪問介護 訪問介護

一 または または または

午
通所リハ 通所リハ 通所リハ

後

訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護
(巡回型) {巡回型) (巡回型) (巡回型) (巡回型) (巡回型) (巡回型)

-短期入所 6か月に21日 -福祉用具貸与 車いす、特殊寝台、マットレス

りの手から

利

用

者

負

担

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
場
合
に
は
、
か
か
っ
た
費
用
の

一

割
を
負
担
し
ま
す
。
(
施
設
サ
ー
ビ
ス

の
場
合
に
は
、
食
費
の
一
部
負
担
も

あ
り
ま
す
。)

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
“つ
く
り
に
は
、

利
用
者
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
者
負
担
の
軽
減
」

3・
低
所
持
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
特

別
対
策
を
実
施
し
ま
す
。

①
現
在
、
ホ
l
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

••• 

自
宅
で
の
介
護
が
困
難
で

「
要
介
護
」
と
認
定
さ
れ
た
お
年
寄
り

が
、
施
設
に
入
所
し
て
介
護
を
受
け
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

一
日
で
も

早
く
自
宅
へ
戻
れ
る
よ
う
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

を
作
成
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

リ
テ
l
シ
ョ
ン
、
健
康
管
理
な
ど
の

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

老
人
保
健
福
祉
計
画
の
目
標
を
超

え
て
、
六
施
設
、
四
百
四
卜
床
を
整

備
し
ま
し
た
。

。
介
護
老
人
福
祉
施
設

(特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
)

常
時
介
護
が
必
要
で
、
自
宅
で
は

介
護
が
困
難
な
お
年
寄
り
が
入
所
し

は
い
せ
つ

ま
す
。
食
事
、
入
浴
、
排
他
な
ど
の

日
常
生
活
の
介
護
の
ほ
か
、
リ
ハ
ピ

••••• 。
介
護
老
人
保
健
施
設

(老
人
保
健
施
設
)

病
気
や
け
が
な
ど
の
治
療
後
、
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
必
要
と

す
る
お
年
寄
り
が
入
所
し
ま
す
。

医
学
的
管
理
下
で
の
介
護
、
者
護
、 • 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
の
ほ
か

必
要
な
医
療
な
ど
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

老
人
保
健
稲
祉
計
画
の
目
標
を
超

え
て
、
間
施
設
、

三
百
四
十
四
床
を

雅
備
し
ま
し
た
。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 。
介
護
憲
養
型
医
療
施
設

(療
養
型
病
床
群
等
)

脳
宇
中
や
心
臓
病
な
ど
の
急
性
期

の
治
療
が
終
わ
り
、
長
期
に
わ
た
っ

て
療
養
が
必
要
と
な
る
お
年
寄
り
が

入
院
し
ま
す
。

医
療
、
療
養
上
の
管
理
、
看
護
、

!サービ‘スの必要者数の推移

医
学
的
管
理
下
で
の
介
護
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
が
受
け
ら
れ
ま

す
。市

内
に
は
、
療
養
型
病
床
群
等
は
、

七
百
三
十
問
床
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

う
ち
、

三
月

一
日
ま
で
に
五
百
三
十

八
床
が
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

介護療養型
医療施設
(療養型病床~締)

介護老人
保健施設
(老人保健施m

・介護老人
福祉施設

{特別聾護老人本ーム)

F成12年度平成13年度平成14年度平成15年度平成16年度

一ピスについては、当分の問、介護老人福祉施設、介護

包設、介護療養型医療施設の総合的な利用により対応し

王隣市町村に所在する施設の広域的な活用も考えながら、

Jて介護老人福祉施設の整備を検討します。
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女現在実施しているサービスG

。訪問介護(ホームヘルプサービス)(119.75%) 

在宅の中心的サービスとして、需要量が増加すると予測!

す。より上級に向けた研修の実施も含めた人材養成を事業三

かけます。

。通所介護(デイサービス) (85.75%) 

利用希望が高いサービスですので、既存施設の定員拡大'

業者の参入を促進します。

また、 14か所の老人保健福祉計画の目標に対し、 1施設7

となっていますので、建設を促進します。

O短期入所生活(療養)介護 (91.56%)

家族介護者などの負担の軽減を図る意味から、需要量がi

と予測しています。

施設の一時的な空床 (入院など)の利用や新規事業者の4

進します。

以上3つのサービスの平成12年度から平成16年度までのサ

需給量の推移は、下のグラフのとおりです。

。居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導をします。

O福祉用具購入費の支給

直接、肌に触れて使用する入浴補助用異や簡易浴槽、腰掛便座、特殊尿器など入浴や排池に用

いる福祉用異の購入費を支給します。

。住宅改修費の支給

廊下やトイレの手すりの設置、床段差の解消、洋式便器への取替えなど住宅改修の費用が支給

されます。要介護の状態が変わらなければ、同じ住居について 1回限りの利用となります。

以上3つのサービスについては、供給量は確保できる見込みです。

。痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)

痴呆の状態にあるお年寄りが、住宅などて・少人数の共同生活をしながら、介護スタッフによる

食事、入浴、排池など日常生活の支援やリハビリテーションを受けられます。現在、市には施設

はありませんが、早期に整備をします。

。特定施設入所者生活介護

有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入所しているお年寄りは、

介護サービス計画に基づく食事、入浴、排濯の介助やリハビリテーション、療養上の世話を受け

られます。

女新たに始まるサービスの内容と供給の見込み

サービスの需v在宅サービスを利用する要介護者などの要介護度分布は、

下表のとおりです。

通所介護(ディ訪問介護(ホームヘルプサービス)

要支援

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

・要介護5

引
き
上
げ
平
成
卜
七
年
度
か
ら

一
O
%
に

な
り
ま
す
。

め
厳
窓
口
者
の
楠
祉
施
策
で
ホ
l
ム
ヘ
ル
プ
サ

ー
ピ
ス
を
利
用
さ
れ
て
い
る
所
得
の
低
い

万
は
、
平
成
十
六
年
度
ま
で
利
用
'd負
担

が
二
一%
に
な
り
ま
す
。

大きな支えは
介
護
保
険
制
度
は
、
高
齢
者
の
介
護
を
社
会
全
体
で
支
え
る
仕
組

み
で
す
の
で
、
原
則
と
し
て
四
十
歳
以
上
の
す
べ
て
の
国
民
の
方
が

加
入
し
、
保
険
料
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

保
険
の
給
付
に
必
要
な
費
用
の
半
分
を
公
費

(園
、
県
、
市
)
で
、

残
り
の
半
分
を
四
十
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
で
賄
い
ま
す
。

六
十
五
歳
以
上
の
方

(第
一
号
被
保
険
者
)
と
四
十
歳
か
ら
六
十

四
歳
ま
で
の
方

(
第
二
号
被
保
険
者
)
で
は
、
保
険
料
の
算
定
方
法

や
納
め
方
が
異
な
り
ま
す
。

平成12年度平成13年度平成14年度平成15年度平成16年度

第
一
号
被
保
険
者
の
保
険
料

六
十
五
歳
以
上
の
万
の
保
険
料
は
、

市
が
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
誌
な
ど
を
も

と
に
事
業
費
を
推
計
し
決
定
し
ま
す
。

保
険
料
の
額
は
、
個
人
の
所
得
に

応
じ
て
五
段
階
に
設
定
し
ま
す
。

(
下
表
)

所
得
が
低
い
方
は
、
負
担
が
重
く

な
ら
な
い
よ
う
保
険
料
が
軽
減
さ
れ

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

老
齢
、
退
職
年
金
が
年
額
十
八
万

円
(月
額

一
万
五
千
円
)
以
上
の
方
は
、

年
金
か
ら
特
別
徴
収
(天
引
き
)
さ
れ
、

そ
れ
以
外
の
方
は
、
口
極
振
佐
川
H

や
市

か
ら
送
ら
れ
る
納
付
件
に
よ
り
、
個

別
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

六
十
五
歳
以
上
の
第

一
号
被
保
険

者
の
方
に
納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料

は
、
平
成
十
二
年
四
月
か
ら
九
月
ま

で
の
聞
に
は
保
険
料
を
徴
収
し
な
い

こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
一
年
間
は
、

経
過
的
に
保
険
料
を
二
分
の
一

と
す

る
特
別
対
策
を
実
施
し
ま
す
。

平
成
十
二
年
度
は
、
下
表
の
年
間

保
険
料
の
四
分
の
一
に
、
平
成
十
三

年
度
は
、
四
分
の
三
の
保
険
料
に
な

り
ま
す
。

3か年の事業費推計
介護保険対象サービスの需給量から推計しました

平成12年度から平成14年度までの3か年の事業費は
下表のとおりです。
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平 成
2，973，784 12年度 4，497，340 7，471，124 

平 成
3，043，274 4，648，581 7，691，855 

13年度

平 成
2，907，647 4，399，430 7，307，077 

14年度

iE』3 計 8，924，705 13，545，351 22，470，056 

※平成14年度は、11か月分の事業費です

23事どiEて堅持ま型第

にE官 L fT兵議
よ ててて十 保

i品 Ai険Z警入 で れ で

士号車さ 襲主 、 の
にれて 震医の方の 保の
所い 主主保

険
Z頁 目 事ヰ

課税限度額 70，000円

所得割 0.83% 

資産割 1.95% 

被保険者均等割 5，400円

世帯別平等割 3，100円
※金額は年額です

d〆

階| 対象被保険者所得状況 |年間保険料 |月割額の目安

|生活保護受給者及ぴ市民税非課税世帯で|基準額XO.5
~1段際I:;~;;'.:;:~:';:';;';;;~' ._.. -_.-- I 

|老齢福祉年金受給者 I 17.100円
基準額XO.75

25，650円
基準額

笠忍担
基準額X1.25

笠E盟
基準額X1.5

51，300円

1，425円

段

2，138円

介
護
保
険
事
業
計
画
の
期
間
及
び

見
直
し
の
時
期

こ
の
計
阿
は
、
五
年
を

一
期
と
し
て

平
成
十
二
年
度
か
ら
予
成
卜
六
年
度
ま

で
の
期
間
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
。

今
後
は
、

三
年
ご
と
に
五
年
を

一
期

と
し
て
見
直
し
を
し
て
計
画
づ
く
り
を

し
て
い
き
ま
す
。

2，850内

3，563円

4，275円

第2段階|世帯普全員が市民税非課税

市民税課税で合計所得金額が
第4段階|

2:50万円未満

第5段階|市民税課税で合計所得金額が
250万円以上

マ
問
い
合
わ
せ
先

介
護
保
険
推
進
室

念
幻

1
8
7
9
0
(直
通
)

四
月
一
日
か
ら
介
護
保
険

推
進
室
と
高
齢
福
祉
課
は
一

緒
に
な
り
ま
す
が
、
問
い
合

わ
せ
先
に
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。

第3段階|本人が市民税非課税



〆F 老人保健福祉計画特集 『、

①
健
康
の
維
持

・
管
理
の
推
進

高
齢
者
の

一
人

一
人
が
壮
年
期
か
ら
自
分
の
健
康
維
持

・管
理
を
自
主
的
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
健
康
整
早
健
康
相
談
、
健
康
診
査
な
ど
の
保
健
事
業

を
充
実
す
る
と
と
も
に
、
栄
養
改
誕
品
開
中
出

や
紺
神
保
健
事
業
も
充
実
し
ま
す
。

②
介
護
予
防
対
策
の
推
進

ね
た
き
り
な
ど
の
要
介
護
状
態
に
な
っ

た
り
、
状
態
が
さ
ら
に
悪
化
し
た
り
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
介
護
予
防
対
策
を
進

め
る
た
め
、
対
象
者
の
把
握
と
訪
問
指
導

な
ど
の
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
努
め
ま

す
。

21-8778 (直通)園 高齢福祉課

司E面E訪函1 1
健
康
で
い
き
い
き
と
し
た
暮
う
し

2
安
心
の
あ
る
暮
5
し

「安心して、いきいきと暮らせる活気ある社会Jを実現目

するため、次の5つの目標と2つの重点目標を立-c-c

-・・保健福祉サービスの充実をめざします。

①
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

高
齢
者
が
在
宅
で
自
立
し
た
生
活
を
お
く
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
本
人
や
家
族
に
対
す
る
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
充
実
す
る
と
と
も
に
、
槻
束
性
高
齢
者
な
ど

に
対
し
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
援
助
や
日
常
的
な

金
銭
管
理
を
す
る
事
業
を
進
め
ま
す
。

ま
た
、
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、

地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
ま
す
。

②
保
健

・
医
療

・
福
祉
の
連
携
の
推
進

高
齢
者
の
生
活

け
H
dU

FJI
ll

状
況
や
サ
ー
ビ
ス

の
需
要
を
把
握
す

る
こ
と
に
よ
り
、

保
健

・医
療

・
福

祉
の
各
分
野
に
わ

た
る
サ
ー
ビ
ス
が

効
果
的
に
提
供
で

き
る
よ
う
連
携
を

進
め
ま
す
。

“・"

3
生
き
が
い
に
満
ち
た
暮
う
し

①
社
会
参
加
の
促
進

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
や
地
域
社
会
の

一
民
と
し
て
の
役
割
を
担
う
場

と
し
て
、
老
人
ク
ラ
ブ
へ
の
加
入
を

す
す
め
、
情
動
を
充
実
し
ま
す
。

ま
た
、
高
齢
者
の
孤
立
の
防
止
の

た
め
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
高

齢
者
の
社
会
参
加
を
進
め
ま
す
。

②
就
業
機
会
の
鉱
大

高
齢
者
の
雇
用
を
進
め
る
た
め
、

情
報
提
供
や
職
業
相
談
を
す
る
と
と

も
に
、
地
域
に
密
着
し
た
適
切
な
仕

事
を
紹
介
す
る
「
生
き
が
い
事
業
団
」

を
充
実
し
ま
す
。

4
共
に
支
え
合
う
暮
5
し

①
地
域
福
祉
の
推
進

地
域
の
福
祉
を
地
域
住
民
で
支
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、

「町
内
福
祉
村
」
の
整
備
や
民
生
委
員

活
動
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
老
人
ク
ラ
ブ
の
活
動

を
守
護
し
ま
す
。

②
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
推
進

今
後
、
地
域
福
祉
の
重
要
な
担
い
手
と
な
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
へ
の
参
茄
意
欲
の
高
揚
や
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
、

情
報
の
提
供
な
ど
を
進
め
ま
す
。

5
安
全
で
住
み
よ
い
暮
う
し

①
高
齢
者
に
対
応
し
た
住
宅
整
備

高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
居
住
環
境
を
確

保
で
き
る
よ
う
、
高
齢
者
向
け
の
公
営
住
宅
の
整

備
や
段
差
の
解
消
な
ど
住
宅
改
造
の
相
談
に
応
じ

ま
す
。

②
高
齢
者
に
や
さ
し
い
都
市
環
境
の
整
備

高
齢
者
が
公
共
施
設
や
道
路
、
公
園
な
ど
を
安

心
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
、
段
差
の
解
消
や
ス
ロ

ー
プ
の
設
置
な
ど
を
実
施
し
、
福
祉
の
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
ま
す
。

ー
地
域
ケ
ア
体
制
の

し
く
み
時
つ
く
り

高
齢
者
の
多
く
が
、
長
年
住

み
慣
れ
た
家
で
暮
ら
し
、
地
域

で
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
を
望
ん

で
い
ま
す
。

こ
の
た
め
に
は
、
高
齢
者
が

介
護
や
支
援
が
必
要
な
状
態
に

な
っ
て
も
安
心
し
て
生
活
を
お

く
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
高

齢
者
を
地
域
全
体
が
支
、え
る
体

制
を
整
偏
し
ま
す
。

具
体
的
施
策

の
暴
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
を
中
心
と
す
る
体
制
づ

ノ、、
h
り
，

②
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
活
性

化
(
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
の

連
絡
強
化
と
地
域
の
広
域
的

な
組
織
と
し
て
の
事
業
展
開
)

③
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
と

一
般

保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
総
合

的
な
提
供

・
調
整
体
制
の
確

ムげ一

命
保
健

・
医
療

・福
祉
の
連
携

⑤
地
域
に
お
け
る
市
民
活
動
と

の
協
働
の
推
進

2
介
護
予
防
の
推
進

市
民

一
人
一
人
が
高
齢
者
に

な
っ
て
も
ね
た
き
り
や
齢
和
に

な
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
防
ぎ
、

い
き
い
き
と
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
生
活
を
お
く
る
た
め
の
介
護

予
防
を
進
め
ま
す
。

具
体
的
施
策

①
介
護
予
防
対
撃
ち
把
握
体

制
づ
く
り

②
地
域
ぐ
る
み
の
支
援
づ
く
り

①
保
健
・
医
療

・
福
祉
な
ど
の

連
携
づ
く
り

@
社
会
参
加
の
場
.つ
く
り

⑤
生
活
環
境
の
整
備
づ
く
り

介護予防のイメージ地域ケア体制のイメージ

①老後不安の解消

②家族介護負担の軽減

¥ 

自立した生活・環境づくり

~ / 

ム/¥

家族介護支J軍
事業の充実

/ 

¥ 
~ 生きがい活動
~支援事業の推進

地縁住民グjレー
プの育成

町内福祉村の推
進

基齢型在宅介護支援
センター

地域ケア会議

介護サービス. I 市民グループ

~~韓関 I NPO 

地域型支援
センター

相談機能の充実

/ 
介護予防対策 /' 
の充実 / 

高ii~識者等の生活
支袋署匹撲の充実

白立Ml定高餓者
対策

介護サービス
情報の登備

¥ 

サ
ー
ビ
ス
の

利

用

方

法

従
来
の
ホ
l
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス

や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
訪
問
看
護
な
ど

の
在
宅
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
ほ
と

ん
ど
は
、

二
、
三
面
で
紹
介
し
た
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
移
行
し
ま
す
。

今
後
は
左
表
に
あ
る
と
お
り
、
介

護
予
防
や
生
活
支
援
、
家
族
介
護
支

援
と
い
う
視
点
か
ら
保
健
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
き
ま
す
。

利
用
方
法
や
利
用
料
に
つ
い
て
の

詳
細
は
未
定
で
す
が
、
基
本
的
に
保

健
サ
ー
ビ
ス
は
無
料
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
は
介
護
保
険
制
度
と
同
様
に
一
割

負
担
と
な
る
予
定
で
す
。(一

部
の
サ

ー
ビ
ス
は
実
質
相
当
額
)

マ
問
い
合
わ
せ
先

高
齢
福
祉
課

宮

(
引

)1
8
7
7
8
(直
通
)

¥ 事業名 事 業の 内容

軽度生活援助事業
家事能力の低いひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯などに、軽易な日常

生活上の援助(外出援助、食事の確保、軽微な修繕など)をする。

生きがい活動支援 家に閉じこもりがちな局齢者をデイサービスセンターに通所させ、日常動作訓

福
通所事業 線から趣味活動などの各種サービスを提供する。

基本的生活習慣の欠如や、対人関係が成立しないなど、社会適応が困難なひ
祉生活管理指導短期 とり暮らし高齢者などを、養護老人ホームに一時的に宿泊させ‘生活習慣の指
サ宿泊事業

導、体調調整を図る。

|社会的理由による 主たる介護者の病気冠婚葬祭などの社会的理由が生じた場合、最長2か月ま

ピ短期入所事業 で特別養護老人ホームに入所させる。

ス 高齢者を介護する家族や近隣の援助者などL対し、介護方法や介護予防、介
家族介護教室事業

護者の健康づくりなどについての知識技術を習得してもらう。

家族介護の経験を生かしてホームヘルパーとして社会で活躍することを支援

家族介護者ヘルパー するため、高齢者を介護しているか又は介護していた家族に対し、ホームヘル
受講支援事業

パ-2級養成研修を実施する。

保健康教育事業
健康増進、生活習慣病予防、ねたきり予防、転倒予防のための教室を保健セン

ターや南部福祉会館なともで実施する。
健

健康相談事業 市民の心身の健康に関する個別の相談を保健センターなとで実施する。
サ 生活習慣病予防を目的に疾病の早期発見をするため、健康診査(基本健康診

|健康診査事業 査がん検診)を実施する。また、要指導要精密検査と判定された人に対して

ピ 保健指導を実施する。

ス
栄養改善指導事業

「食Jを取り巻くさまざまな環境に対して、健康づくりL必要な食生活の正し

い知識の普及啓発を図り、地域の食生活の向上を支援する。

主な在宅保健福祉サービスの一覧
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